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平成２８年度各部定期監査の結果に対する措置状況について（回答） 

 

 平成２８年８月２３日付け目監第２８８号により通知のありました、平成２８年度各部定期監査

の結果に関する措置状況について、地方自治法第１９９条第１２項の規定に基づき下記のとおり回

答いたします。 

記 

 指摘事項 措置状況等 

（２） 会計事務における事務処理を誤っていたもの 

 郵便切手等受払簿の残枚数と実際の枚数が相違し

ていた。 

また、商品券や図書カード等の金券は、効率的な

使用と適切な管理が必要である。そのため、必要な

都度購入することを原則とするが、やむを得ず一定

期間保管した際に、管理状況の記録がなかった。 

 

 

レターパック等を使用した場合

は、その都度受払簿の残枚数と現物

の数が一致していることを確認す

る。 

また、図書カード等の金券につい

ては、今年度から受払簿を作成し管理

していく。 

これらのことについて、職員に周知

徹底を図るとともに、確認をしっかり

行っていくこととする。 

（３） 契約事務における事務処理を誤っていたもの 

見積書を２者から徴取する必要がある契約にもか

かわらず、１者からしか徴取していないものがあっ

た。 

 

 

設備等専門性が高く、下調べに制約

の多い案件においては仕様作成に時間

がかかることを見越して取り組むべき

であった。また契約種別の誤認により、

一者見積もりでよいと誤って判断して

いたものがあった。改めて指摘事項を

周知するとともに、仕様や契約内容を

精査し、適正な事務処理を徹底してい

くこととする。 

 

以   上 


